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建築関係工事における週休２日促進工事試行要領 

 

１ （省略） 

 

２ 用語の定義 

(1) （省略） 

(2) 週休２日促進工事 

  ４週８休以上                         の現場閉所（現

場休息）を行ったと認められる工事をいう。 

(3)～(6) （省略） 

               

                                  

               

                                  

 

３ 対象工事 

災害復旧工事や社会的要請などの理由から週休２日の実施が困難な工事等を除く、福島

県土木部が発注及び受託する全ての建築関係工事を試行の対象とする。 

  なお、災害復旧工事等の本試行対象外工事であっても、受注者が週休２日の実施を希望

する場合は、受発注者協議の上で試行の対象とすることができる。 

 

４ 発注方式 

発注者指定型（発注者が週休２日に取り組むことを指定する方式）とする。 

                                        

                       

          

                        

          

                                注者に対して 

                                   

 

５ 積算方法等 

(1) 補正方法 

   週休２日促進工事において、以下の                       

  補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市 

場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費、ただし見積り単価を除く）を補 

正する。 

     ４週８休以上（現場閉所（現場休息）率 28.5%（8日/28日）以上） 

     １．０５ 

 

建築関係工事における週休２日促進工事試行要領 

 

１ （省略） 

 

２ 用語の定義 

(1) （省略） 

(2) 週休２日促進工事 

  ４週８休以上、４週７休以上４週８休未満、４週６休以上４週７休未満の現場閉所（現

場休息）を行ったと認められる工事をいう。 

(3)～(6) （省略） 

(7) ４週７休以上４週８休未満 

現場閉所（現場休息）率が、25％（7日/28日）以上 28.5％未満の場合。 

(8) ４週６休以上４週７休未満 

現場閉所（現場休息）率が、21.4％（6日/28日）以上 25％未満の場合。 

 

３ 対象工事 

  災害復旧工事や社会的要請などの理由から週休２日の実施が困難な工事等を除く、福島

県土木部が発注及び受託する全ての建築関係工事を試行の対象とする。 

                                          

                               

 

４ 発注方式 

次の(1)又は(2)のいずれかによる方式とする。 

なお、 (2)受注者希望型で一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、発注

単位で取り組むかどうかを協議することができる。 

(1) 発注者指定型 

発注者が週休２日に取り組むことを指定する方式。 

(2) 受注者希望型 

受注者が工事契約後、工事着手前（総合施工計画書提出前）までに発注者に対して週

休２日の実施について、監督員（発注者）と協議したうえで取り組む方式。 

 

５ 積算方法等 

(1) 補正方法 

   週休２日促進工事において、以下のアからウまでの現場閉所（現場休息）の状況に応

じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市

場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費、ただし見積り単価を除く）を補

正する。 

   ア ４週８休以上（現場閉所（現場休息）率 28.5%（8日/28日）以上） 

     １．０５ 
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(2) 積算及び変更方法 

当初の予定価格から、４週８休以上を前提に(1) により労務費を補正して工事費を積

算する。 

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、現場閉所（現場休息）が４週８休に満たな

い場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。 

 

６ 対象工事である旨等の明示 

        発注者指定型    の対象工事である旨等の明示を、入札公告（随

意契約の場合は見積書提出通知）および特記仕様書等に記載するものとする。 

 

７ （省略） 

 

８ 工事成績評定について 

                 ４週８休以上の休日の確保が確認できた場合は、

加点評価を行う。 

発注者指定型においては、受注者の責により４週８休以上の休日が確保できなかった場

合、減点評価を行うが、令和６年１２月末までに起工する工事については、減点しない。 

 

９ （省略） 

 

１０（省略） 

 

 附 則 

この要領は、平成３０年５月１日から適用する。 

この要領は、平成３１年４月１日から適用する。 

この要領は、令和元年１０月１日から適用する。 

この要領は、令和２年１０月１５日から適用する。 

この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

この要領は、令和５年４月１日から適用する。 

この要領は、令和６年１月１日以降に公告する工事から適用する。 

 

   イ ４週７休以上４週８休未満（現場閉所（現場休息）率 25％（7日/28日）以上 28.5％

未満） 

     １．０３ 

   ウ ４週６休以上４週７休未満（現場閉所（現場休息）率 21.4％（6 日/28 日）以上

25％未満） 

     １．０１ 

(2) 積算及び変更方法 

当初の予定価格から、４週８休以上を前提に(1)アにより労務費を補正して工事費を積

算する。 

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、現場閉所（現場休息）が４週８休に満たな

い場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。 

 

６ 対象工事である旨等の明示 

受注者希望型または発注者指定型いずれかの対象工事である旨等の明示を、入札公告（随

意契約の場合は見積書提出通知）および特記仕様書等に記載するものとする。 

 

７ （省略） 

 

８ 工事成績評定について 

受注者希望型、発注者指定型ともに、４週８休以上の休日の確保が確認できた場合は、

加点評価を行う。 

発注者指定型においては、受注者の責により４週８休以上の休日が確保できなかった場

合、減点評価を行う                              。 

 

９ （省略） 

 

１０（省略） 

 

 附 則 

この要領は、平成３０年５月１日から適用する。 

この要領は、平成３１年４月１日から適用する。 

この要領は、令和元年１０月１日から適用する。 

この要領は、令和２年１０月１５日から適用する。 

この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

この要領は、令和５年４月１日から適用する。 

                              

 

 


